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１．目的 

出水市立図書館（以下「図書館」という。）では、下記の目的のために LINE の公式ア

カウント（以下「図書館 LINE アカウント」という。）を管理し、運用する。 

（１） 図書館に関する情報を一般の方々に広く発信すること。 

（２） 非常時において補助的な情報発信を行うこと。 

なお、図書館の公式発表は図書館の公式ホームページで行う。 

 

２．発信内容 

図書館 LINE アカウントでは下記の情報を発信する。 

（１） 図書館の利用に関する情報 

（２） 図書館のイベントに関する情報 

（３） その他図書館に関する情報 

 

３．運用方針 

・ 図書館は法令等に違反又は違反するおそれがあるもの、特定の個人・団体等を誹謗

中傷するもの、その他図書館が不適切と判断した情報等について、予告なく削除又

はアカウントのブロック等を行う場合がある。 

・ 図書館は、細心の注意を払って情報発信を行うが、利用者が図書館 LINE アカウン

トを利用したこと又は利用できなかったことにより被った損害について何ら責任

を負わない。 

・ 本運用方針は事前の予告なく変更する場合がある。 

 

付  則 

 

１．この規定は令和 6 年 1 月 7 日より実施する。 

 


